
きょうと赤十字

日本赤十字社京都府支部では、ご要望に応じて各講習
の指導員を派遣しております。学校の授業で、職場の
研修会で、地域の集まりで、一緒に救急法を学んでみ
ませんか？ 

一次救命処置などの知識と技術を習得できる講習
です。身近な人が倒れた時、何もできなかったと
後悔しないために。必要な知識と技術を身につけ、
“いざという時” に備えましょう！
例えば…
胸骨圧迫・人工呼吸の方法、
AEDの使い方、包帯の使い方、
骨折の固定など

耳が聞こえないので、 出来るかなという不安があり
ましたが、 いざ受講してみると丁寧に教えてくれて
分かりやすかったです。 もしもの時には、 ためらわず
に救急車とAEDの手配を指示し、 自分は胸骨圧
迫をしたいと思います。

日本赤十字社は、公益のために私財を寄付された個人や法人に授与される「紺綬褒章」の公益団体認定を受けており、
赤十字の行う人道支援に深いご理解をいただき、一定額以上の寄付を寄せられた方を対象に表彰を行っております。

ミニ
vol.22026

12月13日（土）、14 日（日）の２日間にわたり、四条河原町交差点
にて京都府青少年赤十字高校生メンバーによる「NHK海外たすけ
あい」街頭啓発募金活動が行われました。
この日のために、世界で今何が起こっていて、どんな支援が必要と
されているかを学び、準備を行ってきた高校生たち。厳しい寒さの
中の募金活動でしたが、生徒たちの一生懸命な「募金お願いします」
の声が届き、子どもから大人まで多くの方にご協力いただきました。
いただいたご寄付は、世界各地で紛争、災害、病気などにより苦し
んでいる人びとを支援する活動に役立てられます。

令和7年７月７日（月）、京都府公館にて紺綬褒章伝達式が執り行われ
ました。京都府井原健康福祉部長より成田渉さん・紀田貢さんへ紺綬
褒章が伝達されました。それぞれ医師として活躍されるお二人。「こ
れまでも災害時に現地へかけつけようと思ったことが何度もあるが、
クリニックの業務もあり行けないことも多かった。赤十字の活動を支
援できればと思い寄付をしている」など、赤十字への思いをお聞かせ
いただきました。

青少年赤十字

救急法講習

「募金お願いします！」
高校生の思いが、海を越えて世界へ

「命を守る」救急法を、職場や地域の仲間と
学んでみませんか？

紺綬褒章伝達式が執り行われました表彰

２日間で
集まった寄付金

97,615円

講習のご依頼は
こちらまで

日本赤十字社京都府支部　事業推進課

075-468-1182

令和7年12月20日（土）NPO法人京都市中途失聴・難聴者協会様
のご依頼により、難聴者等を対象とした救急法短期講習を実施しま
した。
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（左：成田　渉さん） （中央：紀田　貢さん）



日本赤十字社京都府支部の公式インスタグラムを
「フォロー＆いいね」で、公式キャラクター「ハート
ラちゃん」のグッズを抽選で10名様にプレゼント！！

国際人道法は、紛争の影響を最小限に抑えるこ
とを目的とする紛争時に適用される国際的な
ルールの総称です。紛争地での人道的課題や国
際人道法の役割について学ぶことができます。

編集・発行 TEL：075-468-1182　FAX：075-468-1789
ホームページ：https://www.jrc.or.jp/chapter/kyoto/

SNSプレゼントキャンペーン!!

〒602-8044　京都市上京区下立売通油小路西入東橋詰町178

令和 7 年 11 月 29 日（土）京都司法書士会と共同で初の「相続・遺言セミナー」を開
催しました。司法書士会の三浦かすみ講師に相続・遺言に係る基礎知識を講演いただい
た後、日赤京都府支部職員より赤十字活動の講演を行いました。

令和 7 年 12 月 3 日（水）南区
役所で、南区赤十字奉仕団・婦
人部合同講習会が開催され、地
域の赤十字奉仕団員の皆さんと
ともに、国際人道法への理解を
深め、防災意識を高めました。

お知らせ

遺贈・相続
について

編 集 後 記

地域赤十字奉仕団研修会

赤十字事業は、全て皆様からご寄付いただいた活動資金に
より行われています。表紙の記事「NHK海外たすけあい」
街頭募金活動の際、たまたま日本を訪れていたアメリカ赤
十字社の方と交流するという場面がありました。「誰かの
助けになりたい」そんな思いは世界共通なのだと改めて感
じ、高校生らの声掛けにもより一層力が入りました。

「人間を救うのは、人間だ」
今後とも、皆様のご支援、ご協力のほどよろしくお願いい
たします。

参加者からは、「相続について勉強になった」
「赤十字活動がんばって下さい。いつもありが
とう」といったお声がけもありました。家族
や身近な人への相続を見据え、色々な思いの
なか参加された皆様にとって、有意義な１日
となっていたら幸いです。

日本赤十字社京都府支部では、「自分が亡くなった後、これまでに築いた財産の一部を赤十字に寄付し
たい」といった故人やご遺族の尊いご意思に応えるために、遺贈（遺言によるご寄付）、相続財産など
のご寄付を承っております。

遺贈・相続財産などのご寄付について

お問い合わせ・資料請求はこちらまで

特集
初 開 催 ！ 相 続 ・ 遺 言 セ ミ ナ ー

日本赤十字社京都府支部　組織振興課 Mail :  shinko@kyoto.jrc.or.jp

地域で広げる、防災と人道の輪 各種セミナーのご紹介

詳しくは、日本赤十字社京都府支部
公式インスタグラムをチェック！！

※日本赤十字社へのご寄付には相続税がかかりません。

1. 国際人道法

あなたのまちで災害が発生したときに予想され
る被害、避難生活などの課題を具体的にイメー
ジしながら、いのちを守るさまざまな方法を地
域に密着した形で学ぶことができます。

2. 防災セミナー

jrc_kyoto

「ひなんじょたいけん」
避難所運営の模擬体験ができる

カードゲーム

日本赤十字社京都府支部では、研修会等での各種セミナーを実施しています。詳しくは、日本赤十字社京都府支部　事業推進課（075-468-1182）
までご相談ください。

令和8年２月1日（日）～３月15日（日）応募期間


